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○奈良県少年補導に関する条例施行規則 

平成18年６月30日 

奈良県公安委員会規則第８号 

改正 平成28年３月31日奈良県公安委員会規則第５号 

令和３年１月22日奈良県公安委員会規則第１号 

令和７年３月11日奈良県公安委員会規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、奈良県少年補導に関する条例（平成18年３月奈良県条例第57号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（警察職員の身分証明書） 

第２条 条例第６条第３項及び第25条第２項の警察職員の身分を示す証明書は、警察官に

あっては警察手帳（警察手帳規則（昭和29年国家公安委員会規則第４号）第２条に定め

るものをいう。）とし、少年警察補導員にあっては警察本部長が貸与する少年警察補導

員手帳とする。 

２ 少年警察補導員手帳の制式は、別図１のとおりとする。 

（少年の所持する物件の一時保管等） 

第３条 警察職員は、条例第８条第１項の規定により物件の任意の提出を受けようとする

ときは、当該少年から物件差出書（別記様式第１号）を徴するものとする。 

２ 警察職員は、条例第８条第１項の規定により物件の提出を受けたときは、物件預り書

（別記様式第２号）を当該少年に交付するものとする。 

３ 条例第８条第３項の規定による通知は、物件保管通知書（別記様式第３号）により行

うものとする。 

４ 条例第８条第４項の公安委員会規則で定める事項は、物件の種類、数量、保管の経緯、

保管開始日、保管期間及び保管場所とする。 

５ 条例第８条第４項の規定による公告は、同条第２項後段の規定による保管を開始した

日から起算して14日間、一時保管物件公告書（別記様式第４号）を当該警察署の掲示板

に掲示することにより行うものとする。ただし、一時保管物件台帳（別記様式第５号）

を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも閲覧可能な状態に置くことにより、掲

示板への掲示に代えることができる。 

６ 警察署長は、一時保管に係る物件を返還するときは、受領書（別記様式第６号）を徴

するものとする。 

７ 警察署長は、警察署を来訪することが困難であると認められる者から保管に係る物件

の返還を求められた場合において、その者が当該物件を引き取るべき者であることの証
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明が得られたときは、保管物件送付依頼書（別記様式第７号）を徴した上、これに記載

された方法により、当該物件を返還することができる。 

８ 前項に規定する場合において、返還に要する費用は、当該物件を引き取るべき者の負

担とする。 

（不良行為少年の一時保護） 

第４条 警察署長は、条例第９条第３項の規定により保護しようとするときは、当該少年

から一時保護同意書（別記様式第８号）を徴するものとする。ただし、当該少年が16歳

に満たない者である場合であって、その同意を得られず、保護者の依頼を受けて保護し

ようとするときは、この限りではない。 

２ 警察署長は、条例第９条第３項の規定により保護した少年を保護者又は少年の保護に

関して権限のある機関に引き渡すときは、保護少年引請書（別記様式第９号）を徴する

ものとする。 

（少年補導員の委嘱） 

第５条 条例第12条第１項の規定による少年補導員の委嘱は、委嘱状（別記様式第10号）

を交付して行うものとする。 

２ 条例第12条第３項の規定による周知は、奈良県公報に登載して行うものとする。 

３ 警察署長は、その管轄区域を活動の区域とする少年補導員の氏名及び連絡先を、警察

署の掲示板への掲示、交番等が発行する広報紙への掲載等適当な方法により管轄区域内

の住民に周知させるよう努めるものとする。 

（少年補導員の身分証明書） 

第６条 条例第16条第１項の身分証明書は、少年補導員証（別記様式第11号）とする。 

２ 少年補導員が条例第25条第２項の規定により携帯すべき身分を示す証明書は、少年補

導員証とする。 

３ 少年補導員は、その身分を失ったときは、少年補導員証を警察本部長に返納しなけれ

ばならない。 

（腕章の貸与等） 

第７条 警察本部長は、少年補導員に少年補導員腕章を貸与するものとする。 

２ 少年補導員腕章の制式は、別図２のとおりとする。 

３ 少年補導員は、街頭において条例第14条第１項第１号に掲げる活動を行う場合その他

その活動を行うに当たって必要があると認める場合においては、少年補導員腕章を着用

するものとする。 

４ 前条第３項の規定は、少年補導員腕章について準用する。 

（講習） 
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第８条 条例第17条第１項の規定による講習は、次の表の左欄に定める講習事項について、

同表の右欄に定める講習時間行うものとする。 

講習事項 講習時間 

1 犯罪の発生状況及び少年非行の状況に関すること。 

2 条例第14条第1項各号に掲げる活動を行うために必要

な法令の知識に関すること。 

3 条例第14条第1項各号に掲げる活動を行うために必要

な知識及び技能に関すること。 

4 条例第25条第1項後段の規定による立入りを実施する

ために必要な知識及び技能に関すること。 

5時間以上7時間以下 

（少年の非行の防止と保護を通

じて少年の健全な育成を図るた

めのボランティア活動に従事し

た期間が通算して2年以上ある

者を少年補導員として委嘱する

場合にあっては、4時間以上5時

間以下） 

２ 警察本部長は、条例第17条第２項の規定に基づき、すべての少年補導員に対し、おお

むね１年に１回、前項の表の左欄に定める講習事項（２を除く。）について、４時間以

上５時間以下の講習時間、講習を行うものとする。 

３ 警察本部長は、前項に定めるもののほか、少年非行の状況の変化等に応じ、条例第17

条第２項の規定による講習を適宜行うよう努めるものとする。 

（解嘱） 

第９条 条例第18条第１項の規定による解嘱は、解嘱状（別記様式第12号）を交付して行

うものとする。 

（権限の委任） 

第10条 条例第17条の規定による講習の実施及び指導に関する事務並びに条例第25条第１

項後段の規定による立入りの承認に関する事務は、当該少年補導員の活動の区域を管轄

する警察署長に委任する。 

附 則 

この規則は、平成18年７月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日奈良県公安委員会規則第５号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１月22日奈良県公安委員会規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されて

いる書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 
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３ 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和７年３月11日奈良県公安委員会規則第４号） 

この規則は、令和７年３月28日から施行する。 
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別図１（第２条関係） 

本体 

 

記章 証票 

 

 

備考 

１ 本体は、チョコレート色革製二つ折りとし、黒色のひもを付ける。 

２ 証票入れは、無色透明のプラスチック製とし、証票に表示された事項を外側から

確認できるものとする。 

３ 証票は、プラスチック製とし、写真（冬服、冬合ブラウス及びネクタイ又は合服、

冬合ブラウス及びネクタイを着装した脱帽上半身のもの）を印刷し又ははり付け、

ホログラムにより日章を表示する。 

４ 記章は、金属製とし、光線部分を銀色、「奈良県警察」及び「POLICE」の文字を

黒色、その他の部分を金色で表示する。 

別図２（第７条関係） 

少年補導員腕章 
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備考 

１ 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。 

２ 地色は紫で、文字は銀色、日章は金色の刺繍とする。 

 


